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�愛媛県告示第１３３号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和６年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年２月２７日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋５丁目１１番３号

代表取締役 野崎 明

�愛媛県告示第１３２号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条第１項及び第５項並びに第７条第１項から第３項までの規定による公

衆の閲覧に供する方法（平成１３年４月愛媛県告示第８６６号）の一部を次のように改正し、令和６年２月２８日から施行する。

令和６年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第５条第１項及び第５項並びに第７条第１項から第３項までの規定による公衆の閲

覧に供する方法の一部改正……………………………………………………………………………………………………………………………（行革分権課）……７６
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公営企業告示

○ 落札者等の告示（２件）…………………………………………………………………………………………………………………（公営企業管理局総務課）……８３

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

１・２ 省略

３ インターネットのアドレス

� 省略

� 入札情報公開システム

https://www.pref .ehime. jp/site/nyusatsu/39222.html

１・２ 省略

３ インターネットのアドレス

� 省略

� 入札情報公開システム

https://www.pref .ehime. jp/e60100/e-bid-nyuusatsu/index

.html

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

広瀬病院 今治市喜田村６丁目５番
１号 医療法人陽成会

令和９年
３月３１日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第４８７号 令和６年２月２７日

令和６年２月２７日火曜日 第４８７号



愛 媛 県 報令和６年２月２７日 第４８７号

７７

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� 第７工場フィルタープレス�２

� 第７工場フィルタープレス�３

� 第７工場フィルタープレス用ウエットスクラバー�２

� 第７工場ＳＴＤ用ウエットスクラバー

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ル 湿式集じん施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分間あたり１２０ノルマル立方メートル
処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手５か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５

最大 ６

備考 �１汚水処理施設で処理し放流する。

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２

最大 ７９

備考 �１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積２７平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手５か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積２７平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手５か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７２

最大 ７９

備考 �１汚水処理施設で処理し放流する。



愛 媛 県 報令和６年２月２７日 第４８７号

７８

� 第７工場混合装置用ウエットスクラバー�２

� 電池研究所フィルタープレス�３

� 電池研究所第２開発棟フィルタープレス

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積５．３８平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積８．９６平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７

最大 １１

備考 アンモニア回収施設で処理後、�１汚水処理施設で処理し放流する。

値 浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ４

備考 �１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ル 湿式集じん施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分間あたり２３ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手５か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ル 湿式集じん施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分間あたり２３ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手５か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３

最大 ４

備考 �１汚水処理施設で処理し放流する。
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� 電池研究所第２開発棟スクラバー

� 電池研究所ＢｏＣｒｏｓｓフィルター�１

� 電池研究所ＢｏＣｒｏｓｓフィルター�２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

備考 �１汚水処理施設で処理し放流する。

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手８か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４

最大 ５

備考 �１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 ル 湿式集じん施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分間あたり２０ノルマル立方メートル処
理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手８か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．５

最大 ３．５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積０．１３平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 ２

備考 アンモニア回収施設で処理後、�１汚水処理施設で処理し放流する。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２７号 イ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過面積０．１３平方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手６か月後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

� �４汚水処理施設

� アンモニア回収施設

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．５

最大 ２

備考 アンモニア回収施設で処理後、�１汚水処理施設で処理し放流する。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処理施設の種類及び型式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ、ＳＳ、ＦＲＰ、ポリエチレン及
びポリプロピレン製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦７７メートル 横５５メートル
高さ ８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，４８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和方式及び凝集方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１２

最大 １～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９．３

最大 １４．１

通常 ９．３

最大 １４．１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３．０

最大 ５１．７

通常 １３．０

最大 ５１．７

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３０

最大 １．１８

通常 ０．３０

最大 １．１８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，７９６

最大 ６，１２５

通常 ４，７９６

最大 ６，１２５

備考 処理水は特定排出水以外の排水と合流させ、�１工場排水口より岩鍋
川に排出する。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処理施設の種類及び型式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ、ＳＳ、ＦＲＰ、ポリエチレン及
びポリプロピレン製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２６メートル 横１５メートル
深さ ５メートル
縦３２メートル 横２５メートル
深さ１４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，５５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留方式、酸化方式及び電気分解方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ９～１２

最大 ９～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８０

最大 １１０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７

最大 １０

通常 ７

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，４００

最大 ６，４８０

通常 ３０

最大 ３７

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 １

通常 ０．２

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２６０

最大 ３１５

通常 ２６０

最大 ３１５

備考 処理水は、�１汚水処理施設へ排水する。

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処理施設の種類及び型式 物理化学的処理

処 理 施 設 の 構 造 ＳＵＳ、ＳＳ、ＦＲＰ、ポリエチレン及
びポリプロピレン製
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１工場排水口

�愛媛県告示第１３５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和６年２月２７日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋５丁目１１番３号

代表取締役 野崎 明

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２７

号イ、ヌ、ル ６２号イ、ホ

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態（排水系統別の汚染状

態を含む）及び排出水の量（排水系統別の量を含む）

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

� �４汚水処理施設
変更なし。

� アンモニア回収施設

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦４４メートル 横４６メートル
深さ２１メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整方式及び蒸留方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １１～１２

最大 １１～１２

通常 １１～１２

最大 １１～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．７

最大 １４．０

通常 ７．７

最大 １４．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 １００

通常 ２３

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９，２００

最大 １１，０００

通常 １１．６

最大 １２０

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６

最大 １．６

通常 ０．６

最大 １．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，６３０

最大 ２，００５

通常 １，６３０

最大 ２，００５

備考 処理水は、�１汚水処理施設へ排水する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．９

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．５

最大 ３２．２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２６

最大 １．１５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７，０００

最大 ９，１５０

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
９．４
最大
１４．１

通常
９．４
最大
１４．１

通常
９．３
最大
１４．１

通常
９．３
最大
１４．１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１３．４
最大
５１．７

通常
１３．４
最大
５１．７

通常
１３．０
最大
５１．７

通常
１３．０
最大
５１．７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
４，７２６
最大
５，９３１

通常
４，７２６
最大
５，９３１

通常
４，７９６
最大
６，１２５

通常
４，７９６
最大
６，１２５

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，６２０
最大
１，９９０

通常
１，６２０
最大
１，９９０

通常
１，６３０
最大
２，００５

通常
１，６３０
最大
２，００５

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６
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�愛媛県告示第１３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市志津川土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

令和６年２月２７日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

退 任

�愛媛県告示第１３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３８号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和６年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和６年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．７

最大 ９．９

通常 ６．９

最大 ９．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

通常 １２

最大 １５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．３

最大 ３２．２

通常 ９．５

最大 ３２．２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２５

最大 １．１５

通常 ０．２６

最大 １．１５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７，２９６

最大 ９，７５１

通常 ７，０００

最大 ９，１５０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 田 村 千恵子 東温市志津川１５７３番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂２９７番２から

同町山鳥坂５８６番１２まで
令和６年２月２９日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
肝臓機能障害

外 科 小澤外科循環器科医
院 長 橋 り え 今治市馬越町四丁目３番１０号 令和

６年２月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市 立 宇 和 島 病 院 松 澤 良 宇和島市御殿町１番１号 令和
６年２月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 櫃 本 竜 郎 四国中央市上分町７８８番地１ 令和

６年２月１日

聴覚障害、平衡・音声・言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 社会医療法人石川記

念会ＨＩＴＯ病院 藤 原 拓 矢 四国中央市上分町７８８番地１ 令和
６年２月１日

聴 覚 障 害 耳鼻咽喉科 愛媛県立今治病院 川 元 日向子 今治市石井町四丁目５番５号 令和
６年２月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

心臓・じん臓・呼吸器機能障害 内 科 重 見 内 科 医 院 重 見 雅 博 今治市国分三丁目１３番４５号 令和
６年１月４日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 角 田 俊 雄 東温市志津川 令和
６年１月９日



愛 媛 県 報令和６年２月２７日 第４８７号

８３

公営企業告示

��������������

�愛媛県公営企業告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年２月２７日

愛媛県立中央病院長

中 西 徳 彦

�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年２月２７日

愛媛県立中央病院長

中 西 徳 彦

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 公立学校共済組合四
国中央病院 寒 川 晃 顕 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

６年１月９日

肢体不自由、心臓・呼吸器機能
障害 内科・外科 小澤外科循環器科医

院 小 澤 正 澄 今治市馬越町四丁目３番１０号 令和
６年１月１６日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

夜間看護補助派遣業務派遣労働者１
名における１時間あたりの単価

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

令和６年２月９日

株式会社ルフト・メデ
ィカルケア松山オフィ
ス
松山市千舟町４－６－
１松山フコク生命ビル
４Ｆ

２，３４３円
（１時間） 一般競争入札 令和５年１２月２２日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

看護長事務補助派遣業務派遣労働者
１名における１時間あたりの単価

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

令和６年２月９日

株式会社ルフト・メデ
ィカルケア松山オフィ
ス
松山市千舟町４－６－
１松山フコク生命ビル
４Ｆ

１，９２５円
（１時間） 一般競争入札 令和５年１２月２２日

令和６年２月２７日 発行


